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102 酒類製造業 102 酒類製造業 酒税法の改正等により、細分類の分割・統合・新設及び説明文を修
正

1021 果実酒製造業
  主としてぶどう，りんごなどの果実から果実酒を製造する事
業所をいう。
  主として購入した果実酒の瓶詰を行うだけで，製造混合を
行わないものは大分類Ｉ－卸売業，小売業に分類される。
○果実酒製造業；りんご酒製造業；ぶどう酒製造業；いちご酒
製造業；みかん酒製造業；スパークリングワイン製造業
×梅酒製造業［1026］；甘味果実酒製造業［1026］

1021 果実酒製造業
  主としてぶどう，りんごなどの果実から果実酒を製造する事
業所をいう。
  主として購入した果実酒の瓶詰を行うだけで，製造混合を
行わないものは大分類Ｉ－卸売業，小売業に分類される。
○果実酒製造業；甘味果実酒製造業；りんご酒製造業；ぶど
う酒製造業；いちご酒製造業；みかん酒製造業
×梅酒製造業［1024］

【分割】
一部1026へ

構成員からの御意見を踏まえ、内容例示を追加する。

1022 発泡性酒類製造業
  主としてビール，発泡酒及びビール・発泡酒以外で発泡性
を有する酒類を製造する事業所をいう。
○ビール製造業；醸造業（主としてビールを製造するもの）；
発泡酒製造業
×スパークリングワイン製造業［1021］

1022 ビール類製造業
  主としてビール及び発泡酒などを製造する事業所をいう。
○ビール製造業；醸造業（主としてビールを製造するもの）；
発泡酒製造業

名称変更及び1022と1024の一部を統合

1023 清酒製造業
  主として清酒を製造する事業所をいう。
○清酒製造業；濁酒製造業

1023 清酒製造業
  主として清酒を製造する事業所をいう。
○清酒製造業；濁酒製造業

  この中分類には，清涼飲料，酒類，茶，コーヒー，氷，たばこ，飼料，有機質肥料を製
造する事業所が分類される。
  また，葉たばこの再乾燥，除骨，たる詰などの処理を行う事業所も本分類に含まれる。
  ただし，食料品を製造する事業所は，中分類09－食料品製造業に，たばこの副産物を
利用して殺虫剤などを製造する事業所は，中分類16－化学工業［1652］に分類される。
  主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び販売を主
とする事業所が販売に直接附随する行為として，その取り扱う商品に簡単な処理を施す
場合は，大分類Ｉ－卸売業，小売業に分類される。

  この中分類には，清涼飲料，酒類，茶，コーヒー，氷，たばこ，飼料，有機質肥料を製
造する事業所が分類される。
  また，葉たばこの再乾燥，除骨，たる詰などの処理を行う事業所も本分類に含まれる。
  ただし，食料品を製造する事業所は，中分類09－食料品製造業に，たばこの副産物を
利用して殺虫剤などを製造する事業所は，中分類16－化学工業［1652］に分類される。
  主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び販売を主
とする事業所が販売に直接附随する行為として，その取り扱う商品に簡単な処理を施す
場合は，大分類Ｉ－卸売業，小売業に分類される。

改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類10―飲料・たばこ・飼料製造業 中分類10―飲料・たばこ・飼料製造業

総 説 総 説
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｅ－製造業）

改 定 理 由改 定 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
1024 醸造酒類製造業（果実酒，清酒を除く。）

主として穀類，糖類その他の物品を原料として発酵させた
酒類を製造する事業所をいう。

主な製品はどぶろく，⻩酒（⽼酒，紹興酒）などである。
○どぶろく製造業；⻩酒（⽼酒，紹興酒）製造業
×果実酒製造業［1021］；清酒製造業［1023］

【新設】
（1024から）

【修正】
説明文の第２文において主な製品を例示しているが、内容例示と重
複するため削除する。

1025 蒸留酒類製造業
  主として蒸留機により飲料用アルコ ル又は焼ちゅう焼酎，
スピリッツ，ウイスキーなどの酒類を製造する事業所をいう。
  主な製品は焼酎，スピリッツ，ウイスキ ，ブランデ などで
ある。
○ウイスキー製造業；焼ちゅう製造業；ブランデー製造業；飲
料用アルコ ル製造業
○焼酎製造業；スピリッツ製造業；ウイスキー製造業；ブラン
デー製造業
×果実酒製造業［1021］；甘味果実酒製造業［1026］；発泡酒
製造業［1022］

1024 蒸留酒・混成酒製造業
  主として蒸留機により飲料用アルコール又は焼ちゅうなどを
製造し，又はこれらを原料とし他の原料と併用して混成酒（又
は再製酒）を製造する事業所をいう。
  主な製品は焼ちゅう，ウイスキー，ブランデーなど及び合成
清酒，味りん，白酒，リキュール，薬味酒などである。
○ウイスキー製造業；焼ちゅう製造業；洋酒製造業（主として
混成酒を製造するもの）；ブランデー製造業；合成清酒製造
業；味りん製造業（本みりんを含む）；薬用酒製造業；飲料用
アルコール製造業；梅酒製造業
×果実酒製造業［1021］；甘味果実酒製造業［1021］；発泡酒
製造業［1022］

【新設】
（1024は1022、1024、1025、1026へ）

【修正等】
「飲料用アルコール」は酒類全体の総称であり、説明文の「焼ちゅ

う」を含むことから、「飲料用アルコール」を削除し、製造数量上位３
つの蒸留酒の名称を記載する。また、内容例示の「飲料用アルコー
ル製造業」を削除し、製造数量が増加している「スピリッツ製造業」を
追加する。さらに、酒税法の表記が「焼ちゅう」から「焼酎」に改正さ
れたことに合わせて、説明文及び内容例示の表記を変更する。

なお、説明文の第２文において主な製品を例示しているが、内容
例示と重複するため削除する。

1026 混成酒類製造業
主として醸造酒，その半製品，蒸留酒等を基に，これらを互

いに混合したり，糖類，香味料，色素等を加えて混成酒（又
は再製酒）を製造する事業所をいう。

主な製品は，合成清酒，みりん，白酒，リキュール，薬味酒
などである。
○洋酒製造業（主として混成酒を製造するもの）；みりん製造
業（本みりんを含む）；薬用酒製造業；梅酒製造業；甘味果実
酒製造業
×果実酒製造業［1021］；発泡酒製造業［1022］

【新設】
（1024から）

誤植があったことから修正（「洋酒製造業洋酒製造業」を「洋酒製造
業」に）。

【修正】
酒税法の表記に合わせ「味りん」を「みりん」に修正する。
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